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1。はじめに

農産物の貿易については世界的に自由化の方向へ向

かっている。それに伴い日本においても様々な農業分

野で自由化が進められてきた。その中でも牛肉は代表

的な品目であり,諸外国からも関心を持ってその推移

が見られている。

平成13年に世界的に狂牛病の影響が問題となり,日

本においても狂牛病を発症した牛が見つかり,大きな

問題となった。そして,その影響から牛肉に対する需

要が大きく減少した。そのため国内生産,輸入ともに

大きく減少し,特に輸入自由化により輸入量が急増し

ていた牛肉の輸入は大幅に減少した。

さらにその上そのような一時的な輸入減少の反動に

よる輸入量の増加によって,平成15年8月から牛肉に

ついてセーフガードが発動されることになった。この

ようなセーフガードの発動は制度が当初想定していな

かったような事態によるものであるため,その是非が

問われている。

本研究では狂牛病の影響を考慮した牛肉の需要関数

の推定を行う。これによって狂牛病の影響が牛肉の需

要に深刻な影響をもたらしたことを示すことが出来

る。

さらに,狂牛病の影響による今回のセーフガード発

動の意味についても考察する。

2.日本における牛肉輸入の自由化とセーフ

ガードの概要1

E1本における牛肉輸入は農畜産振興事業団2が一括

して取り扱ってきた。これは輸入牛肉を国産牛肉を補

完する役割として市場に供給するためである。

具体的には牛肉の価格安定制度のもと,で,(1)牛肉価

格が上限価格を上回った場合には農畜産振興事業団は

輸入牛肉を市場に流通させる量を増加させ,価格の下

落をはかる。(2)同様に牛肉価格が下限価格を下回った

場合には農畜産振興事業団は輸入牛肉を市場に流通さ

せる量を減少させ,価格の上昇をはかる,という基準

で輸入牛肉を市場に供給してきた。

この価格安定制度により牛肉の輸入量は制限され,

価格を安定させることによって農家の所得を保証する

ことになり,牛肉の生産の安定をはかることになった。

しかしその一方で消費者にとっては価格安定制度に

よって需給均衡価格と乖離した価格で購入しなければ

ならず,その差が経済的損失となった。 「

このような状況は様々な貿易不均衡問題のなかのひ

とつのテーマとなり,日米間での貿易不均衡問題の解

消を目的とした農産物分野での市場開放交渉の中でア

メリカから牛肉の輸入自由化(輸入数量制限撤廃)の

要請があり,それに基づいて日米間での交渉が進めら

れ,その結果昭和63年6月に次のような合意がなされ

た。

(1)平成3年4月より輸入数量制限を撤廃する。(2)輸

入数量制限撤廃までの輸入拡大枠は毎年6万トンとす

る。平成2年度の総輸入枠は39万4千トンとする。(3)

輸入数量制限のもとでの関税率は25%であったが,平

成3年度70%,平成4年度60%,平成5年度50%とす

る。(4)輸入数量制限のもとで一括して輸入牛肉を取り

扱っていた農畜産振興事業団は輸入自由化により牛肉

輸入事業から撤退する。(5)輸入数量制限撤廃後の3年

間は前年度の輸入量の120%を超えた場合には25%の

調整関税を上乗せする緊急輸入制限措置(セーフガー

ド)を行うことが出来る。

このような日米間交渉の合意に基づいて,平成3年

4月より牛肉の輸入自由化が実施された。
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さらに,平成6年以降はガットのウルグアイラウン

ドの場において引き続き交渉が行われ,平成5年に次

のような合意に達した。(1)関税率を平成6年50%,平

成7年48.1%,平成8年46.2%,平成9年44.3%,平

成10年42.3%,平成11年40.4%,平成12年以降38.5%

と段階的に引き下げを行う｡(2)緊急輸入制限措置(セー

フガード)として当期の輸入量が前期の四半期の輸入

量の117%を超えた場合には50%の調整関税の上乗せ

を行う。

このような牛肉の関税率の引き下げはウルグアイラ

ウンド農業合意での関税引き下げのルールである｢個

別品目毎に最低15%以上関税を引き下げる｡｣という基

準を既に上回っていた。そのため,牛肉については(2)

のようなセーフガードが設けられることとなった。

このような牛肉のセーフガードは一般セーフガー

ﾄﾞ3とは異なり国の調査による立証は必要なく,制度上

自動的に発動されるものと定められた。また,関係国

に対する補償を行う必要もなく,相手国からの対抗措

置も行われないものと定められた。

今回平成15年8月から発動されたセーフガードはこ

のような前述の(2)で定められたセーフガードに当た

る｡これは輸入数量が対前年同期比の117%を越えたた

め,自動的に発動されたものである。発動された牛肉

のセーフガードによって生鮮・冷蔵牛肉についての関

税率が38.5%から50%へと11.5%引き上げられた。

このようなセーフガードの発動は平成7年8月から

平成8年3月まで(関税率は48.1%から50%への引き

上げ)と平成8年8月から平成9年3月まで(関税率

は46.2%から50%への引き上げ)の過去2回,冷凍牛

肉について発動されている。今回のセーフガードにつ

表1 牛肉の国内生産量,輸入量,卸売価格,輸入価格
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いても同様に平成15年8月から平成16年3月まで発動

される。

｡また,同時に輸入量が基準を超えた豚肉についても

同様の輸入制限制度に基づいて基準輸入価格の引き上

げが行われた。

このような今回のセーフガード発動の原因となった

のはセーフガードが本来の想定しているような輸入の

急増ではない。今回の対前期比の輸入増加は前期の急

激な輸入減少が原因となるもので,その原因は牛海綿

状脳症(BSE,狂牛病)による輸入の減少によるもの

である。

今回対象となった期間は狂牛病発症以降の期間を基

準としているため,その期間の輸入については前期を

大幅に下回っており,そのため狂牛病による輸入減少

後の回復による輸入増加を原因としたセーフガードの

発動は本来の制度の趣旨に反するといえる。

この点については表1及び図1により確認できる。

牛肉の輸入数量は平成13年9月の国内での狂牛病の発

症以降急激に減少している｡平成13年10月には62105ト

ンの輸入量であったものがそれ以降減少し,平成14年

1月には27880トンにまでと10月の半分以下の水準に

まで激減している。

前年の輸入量と比較するとこの期間の水準は前年同

月比で約60%前後であり,如何に急激な輸入の減少で

あるかを見ることが出来る｡。

表1及び図2より同様に国産牛肉についても平成13

年8月以降生産量は減少し,平成13年9月の国内での

図1 牛肉輸入量の推移とシミュレーション結果

図2 牛肉の国内生産量と輸入量の推移とシミュレーション結果

狂牛病の発症の翌月の10月には11828トン,前年同月比

で37.6%と激減している。これは狂牛病による検査等

によっての生産への影響や出荷の調整による一時的な

ものであるためその後は回復している。

表1及び図2によれば,国産牛肉と輸入牛肉を合わ

せた牛肉全体についても輸入量の減少とともに平成14

年1月の56208トンまで減少している｡その後は回復に

向かっているが,現在も一昨年の平成12年の水準まで

には回復していない。

このように牛肉の生産量や輸入量が狂牛病発生前の

水準に回復して,いないにも関わらずセーフガードが発

動されることは,先にも述べたように輸入の急増から

国内生産者を保護するためという本来の制度の趣旨に

反するといえる。

今回の発動について農林水産省はセーフガードの発

動は制度により定められたもので自動的に発動するも

のであり,政策的な恣意の入る余地はないとの見解を

示している。

これに対して主要な輸出国であるアメリカやオース

トラリア等の諸外国からはセーフガード発動の見送り

の要請が行われた。

発動のもうひとつの根拠としては価格面の問題があ

げられる。これは表1及び図3により見ることが出来

る。牛肉の国内生産量は狂牛病問題発生前の水準にほ

ぼ近づいてきているが,しかしながら牛肉価格は低迷

したままであ%特に国産牛肉についてその傾向は顕

著であり,国産牛肉と輸入牛肉の市場価格の乖離につ

いてはその差は縮小されたままであり,輸入牛肉との

厳しい競争という面からも発動が望ましいという観点

から今回のセーフガード発動が決定された。 ダ

日本における牛肉生産農家は平成3年の輸入自由化

(輸入数量制限の撤廃)から厳しい状況におかれてお

り4,今回のセーフガード発動に関してもそのような農

家を保護するという行政(農林水産省卜側の意図があ

るといえる。

しかしながらそのような措置は生産者の利益となる

一方で一般の消費者や輸入牛肉を大量に使用している

外食産業・加工食品産業等にとっては不利益となるも

図3 牛肉価格の推移
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のである。

今回のセーフガードの発動は生鮮・冷蔵牛肉につい

ての発動であり,外食産業等について使用されている

冷凍牛肉の関税は38.5%で変わらず影響はないとされ

ているが,生鮮・冷蔵牛肉を利用しているスーパーや

レストラン等への影響は当然生じることになる。農林

水産省の推計によれば,セー¬-フガートの発動に伴う価

格の変化は卸売価格で約8%,小売価格で約2.5%の価

格上昇であるとされている。

輸入される商品を扱う多くの場合,ある一定の範囲

内での輸入価格の変化や為替レートの変動のリスクを

考慮して価格設定しているため,今回の関税の上昇分

全てが価格に転嫁される訳ではないと考えられる。

また,近年のデフレ傾向が続く中でスーパー等の小

売業やレストラン等の外食産業では関税の上昇分を全

て価格に転嫁できる訳ではない。そのため外食産業等

では他の食材のコスト削減を通じて,牛肉の価格上昇

分を補うことなどが考えられる。

その結果,関税上昇分の全てが消費者に転嫁される

訳ではないが,当然消費者についても一定の負担増は

生じるものであると考えられる。

農林水産省は輸入牛肉の卸売価格の定期的な調査や

スーパー等の小売店や外食産業等での価格等の調査,

さらには各種の業界団体への便乗値上げの防止要請等

によって,今回のセーフガード発動による影響につい

ての把握と便乗値上げの防止をはかるとしている。

しかしながら今回のセーフガード発動後の農林水産

省の調査によれば,8月のセーフガード発動後に小売

価格で3%から5%程度の上昇があったという調査結

果が報告されている。

このようにセーフガードの発動は小売価格を上昇さ

せ,消費者に影響を与えているといえる。また,全て

を価格に転嫁できない外食産業や小売業者等にも負担

となっている。

輸入牛肉の関税収入については現在でも年間1000億

円以上にものぼる収入がある。それが今回のセーフ

ガードの発動によってさらに100億円以上の増加とな

る見通しである。牛肉の関税収入については肉用子牛

生産安定特別措置法に基づいて一般会計に組み入れら

れている。その後,国の畜産振興事業としての執行さ

れるものと農畜産業振興事業団へ交付金として交付さ

れて,「肉用子牛等対策費」として肉用牛の生産の合理

化や食肉の流通過程の合理化,その他食肉等に関する

畜産振興政策に充て,られているものがあり,後者の農

畜産振興事業団の取り扱う金額が圧倒的に大きい。

また,生産の振興だけでなく流通についても安定を

図るために使用されることになっているが,しかしな

がら先の狂牛病の際にも狂牛病対策として国による買

い上げ制度が設けられたが悪用され,対象でない輸入

牛肉についてまでもが国産牛肉と偽装して買い上げら

れる事件が起こっている。このような補助金等による

生産者への助成のあり方は,不正受給の問題もさるこ

とながら,生産者は関税によって価格を高く維持した

上に,消費者から生産者への移転,生産者への不当な

利益となりかねない。

今回のセーフガード発動は狂牛病を原因とするもの

であるが,狂牛病の際の生産者の被害拡大については

農林水産省はじめ行政の当初の対応の不適切さから消

費者の牛肉離れがより一層加速し,需要の減少によっ

て生産・輸入の減少が拡大した而も'ある。そのような

行政の責任を負うことなく,単に制度に定められてい

るからということでセーフガードを発動することには

強い批判がある。

3.需要関数の推定

(1)データ

ここでは牛肉について生産量,輸入量,及び価格を

平成12年1月から平成15年6月までのデータに基づい

て分析し,需要関数の推定を行う。その中で特に平成

13年9月の国内での狂牛病の発症以降の影響について

考察する。

需要理論に基づけば,より詳細な考察を行うために

は牛肉と代替的な食肉である豚肉,鶏肉についても考

察すべきであると考えられる。また,日本においては

長年にわたって主なたんぱく質の摂取源は魚であり,

現在でも食肉消費の約半分が魚肉であ｡る。……そのような

背景から日本においては食肉と並んで魚肉は重要であ

り,本来ならば魚肉も含めた分析が必要である。

しかしながら本研究では狂牛病が牛肉の需要に与え

た影響を分析することが目的であり,他の食肉との代

替関係の考察が目的ではないので,ここでは単純化の

ために牛肉についてのみ分析を行う5。

データの出典は,国内生産量,国産価格は農林水産

省｢食肉流通統計｣,輸入量,輸入価格は財務省｢貿易

統計｣を用りている。

食肉については冷凍によって長期間の貯蔵が可能で

あり,分析にあたってば在庫をどのように取り扱うか

といった問題が生じる。そのため農畜産振興事業団で

は推定期首在庫,推定期末在庫,推定出回り量といっ

たデータを｢畜産の情報国内編｣にて公表している。

しかし,冷凍によって長期間の貯蔵が可能ではある

が,鮮度の低下を考慮すると市場へは可能な限り早め

に供給されているのが現状である。特に今回のセーフ

ガード発動の対象となった生鮮・冷蔵牛肉については

そのような供給が行われている。

また,今回の狂牛病の影響を見るためには在庫の変

動ということよりも生産量,輸入量の変化を見ること

の方が意義がある。そのため,ここでは生産量や輸入

量をイコール消費量として見なして需要関数の推定を

行うことにする。
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生産量については部分肉ベースのデータを用いる。

さらに,輸出については数量が生産量,輸入量に比べ

て相対的にみて非常に少ないのでその影響は皆無であ

るとして,この研究では考慮しないものとする。

価格データについては国産価格は卸売価格を,輸入

価格についてはCIF6をヽ用いる。これは,卸売価格の方

が小売価格よりも敏感に需給に反応すると考えられる

ためであり,また輸入価格が卸売り段階にあたるCIF

を用いていることに対応させるためでもある。

牛肉の価格データは複数存在しており,大きく分類

すれば, (1)各等級毎の価格, (2)卸売価格,小売価格,

(3)各取引市場毎の価格(例,東京市場,大阪市場,等)

である。さらにはこれらの価格とともに政府の価格安

定制度の基準となる安定基準価格・安定上位価格があ

る。

本研究ではこれらの牛肉の価格の中で,国産品の市

場価格については消費量の比較的多い等級であり,ま

た,輸入品とも代替的な関係にあると考えられる等級

である乳用種去勢牛B-2を代表的なものとして取り

上げて考察する。取引市場については最大の消費地で

ある東京市場のデータを用いる7。

日本における牛肉の総供給量は狂牛病問題が発生す

るまでは一貫して増加してきた。これは,所得の増加

により,また,豚肉,鶏肉などと比べて相対的な牛肉

価格の低下により牛肉へ需要がシフトしたためである

と考えられる。

さらに,平成3年からの輸入自由化によって安価な

牛肉が輸入されるようになった。そのため国産牛肉の

生産量は減少したがそれ以上に牛肉の輸入量か増加

し,総供給量は増加している。但し,国産牛肉の生産

量が大幅に減少し,輸入牛肉と代替したというよりは

国内需要の増加分を輸入牛肉がまかなったという関係

である。

そのため輸入牛肉が占める割合は年々上昇し,平成

3年の輸入自由化後の約40%から平成12年では60%を

越える水準にまで上昇している。

価格について見ると,国産牛肉及び輸入牛肉ともに

価格は低下している。これは輸入牛肉と代替的である

国産牛肉は競合する安価な輸入牛肉の輸入量の増加に

よって価格が低下したためであると考えられる。

但し,国産高級牛肉については価格の上昇している

ものも見られ,生産者が輸入牛肉との商品差別化を

図っていることが伺える。

輸入牛肉の増加の割には価格が安定しているのは在

庫による調整を積極的に行っていることや,年々引き

下げられてはいるがセーフガードの基準となる安定基

準価格及び安定上位価格が定められており,セーフ

ガードによる保護とともに価格の安定にも寄与してい

ることによると考えられる。

(2)モデル

ここでは牛肉の需要関数ならびに価格及び所得弾力

性の推定を行う。

需要関数のモデルは次のとおりである。

lnQi =αi+βiln(Pi/P')+yiln(Y/P')+δiD

Qj:国内総供給量(国内生産量十輸入量)または輸入量

Pi:卸売価格または輸入価格

P' : 卸売物価指数(平成7年=100)または輸入物価指

数(平成7年=100)

Y:家計消費支出(食料費,全国一人当たり)

D:ダミー変数(狂牛病期間を1,それ以外をO)

αi,βi, yUδi:パラメーター

i:全牛肉,輸入牛肉

このモデルにて国産牛肉と輸入牛肉をあわせた全牛

肉の需要関数と輸入牛肉の需要関数の推定を行う。国

産牛肉と輸入牛肉をあわせた全牛肉の需要関数につい

ては国内総供給量(国内生産量十輸入量)について価

格要因として卸売価格,所得要因として総務省の丁家

計調査報告」より食料費の全国一人当たり家計消費支

出,さらにはダミー変数として狂牛病の発生の影響下

にある期間を1,それ以外の期間をOとしてモデルに

入れて推定を行う。また,卸売価格,家計消費支出と

もに平成7年を基準(100)とした卸売物価指数を用い

て実質化する。

同様に輸入牛肉の需要関数については価格要因とし

て輸入価格,所得要因として総務省の「家計調査報告」

より食料費の全国一人当たり家計消費支出,ダミー変

数として狂牛病の発生の影響下にある期間を1,それ

以外め期間をOとしてモデルに入れて推定を行う。輸

入価格は平成7年を基準(100)とした輸入物価指数を,

同様に家計消費支出は平成7年を基準(100)とした卸

売物価指数を用いて実質化する。

国産牛肉のみの需要関数の推定は行わない。これは

国産牛肉の方が高級品から安価なものまで等級の差が

大きくJ正確に国産牛肉の需要関数の推定をしようと

すればそういった等級による品質差を考慮しなくては

ならないからである。

パラメーターの推定にあたっては平成12年1月から

平成15年6月までの月次データを用いる。この期間に

は狂牛病の発生期間を含んでおり,その影響をモデル

内のダミー変数を用いて考慮する。

所得要因について牛肉の家計消費支出を用いなかっ

たのは輸入については外食産業や加工産業などの業務

用の需要も多く,それらIの影響を考慮するために食料

全体への消費支出を用いたためである。

また,一人当たりの消費支出を人口を考慮せずにそ

のまま用いているのは,人口についてはこの推定期間
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を通じて大幅な変化はないためである。

需要関数の推定方法には最小二乗法を用いている。

このようにして求められた需要関数のパラメータ

βiが価格弾力性であり,γiが所得弾力性である。全

牛肉と輸入牛肉を分けてそれぞれ需要関数を推定して

いるのは,推定されたパラメーターの比較を行い,こ

のモデルにおいて価格及び所得弾力性が全牛肉と輸入

牛肉それぞれの間でどのように異なるのかを検討する

ためである。

また,同様にダミー変数の係数を比較することに

よって狂牛病の影響がどちらについて大きかったのか

を見ることが出来る。

(3)推定結果とシミュレーション

前節までのデータとモデルを用いて全牛肉と輸入牛

肉について需要関数を推定した結果が次の表2であ

る。

表2 需要関数の推定結果

上段:パラメーター,下段:t値

推定されたパラメーターを見ると符号については価

格の係数,つまり価格弾力性は負になっており,所得

の係数,つまり所得弾力性は正になっており理論的に

符号には問題はないといえる。

また,ダミー変数については係数は負となっており,

狂牛病問題が生じていた期間は需要に負の影響があっ

たということが示された。

統計的にみると推定されたパラメーター毎のt値は

高く有意であるといえるが,決定係数及び自由度修正

済決定係数については低いことから,牛肉消費には季

節性があることから季節変動要因や,長期的には牛肉

消費は増加傾向にあるためタイムトレントやその他の

要因をモデルに加える必要性が考えられる。

全牛肉と輸入牛肉との推定されたパラメーターの比

較を行うと,輸入牛肉の方が価格弾力性が高い。これ

は輸入牛肉の方が価格に対して弾力的であるというこ

とを示しており,安価な輸入牛肉の増加が理解できる。

所得弾力性については輸入牛肉の方が小さい。これ

は所得が増加すれば高級な国産牛肉の需要の方がより

増加することを示している。

ダミー変数の係数については輸入牛肉の方が大き

く,狂牛病の及ぼす影響が輸入牛肉の方が大きかった

ということがいえる。

このようにして推定された需要関数のパラメーター

を用いて全牛肉,輸入牛肉それぞれの場合について狂

牛病が発生しなかった場合のシミュレーションを行っ

た。その結果を図1及び図2に折れ線グラフで示して

いる。

実際の数量と比較してみれば,シミュレーション値

では狂牛病期間の需要の減少はなく,需要は一貫して

安定している。また,狂牛病発症以降の期間について

も需要は安定しており,セーフガードの発動基準とな

るような数量の急激な変化は起こっていない。

そのため,もし適切な狂牛病対策が採られていれば

狂牛病で牛肉の需要が大幅に減少することもなく,基

準を超えるような大幅な数量の変化は起こらずセーフ

ガードを発動する必要はなかったということがいえ

る。

4.まとめ

本研究では平成13年9月から平成14年はじめにかけ

ての狂牛病問題の影響について,その影響を考慮した

需要関数の推定を行って考察した。平成13年9月に日

本国内でも狂牛病を発症した牛が発見され,それ以降

牛肉の消費は減少し,深刻な影響を及ぼした。この狂

牛病問題が平成15年8月のセーフガード発動のきっか

けとなった。

そのため,狂牛病の影響についてダミー変数を用い

た需要関数を推定し,もし狂牛病が発生することがな

かった場合にはセーフガード発動の基準値を上回るこ

とは無く,今回のような問題が生じることもなかった

ということを示すことが出来た。

狂牛病問題の発生当初,農林水産省はじめ行政側の

対応が後手後手になったことは否めない。このような

対応がなければ消費者が必要以上に不安にあおられる

こともなく,消費が大幅に減少することもなかったと

考えられ,今回のセーフガード発動の必要性もなかっ

たといえる。

また,その後の対応についても安全対策というより

は生産者・食肉業界保護に重点が置かれており,国産

牛肉の国による買い上げやそれに関連した輸入牛肉の

偽装による不正受給の発生といった問題を引き起こし

た。

このような行政の対応を消費者に対する配慮を行う

ようなものに変えていくべきである。近年消費者は特

に安全性に注意を払うようになってきており,そのよ

うな観点から安全対策を中心とした狂牛病対策を早め

に行っていれば,セーフガードの発動についての諸外

国との問題,セーフガード発動による牛肉の価格上昇

等のその後の問題は生じることはなかったといえる。
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